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○

博
物
館
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
章

博
物
館
に
関
す
る
科
目
の
単
位
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

大
学
に
お
い
て
修
得
す
べ
き
博
物
館
に
関
す
る
科
目
の
単
位
（
第
一
条
・
第
二

条
）

第
二
章

学
芸
員
の
資
格
認
定
（
第
三
条
―
第
十
七
条
）

第
二
章

学
芸
員
の
資
格
認
定
（
第
三
条
―
第
十
七
条
）

第
三
章

博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
の
指
定
（
第
十
八
条
―
第
二
十
四
条
）

第
三
章

博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
の
指
定
（
第
十
八
条
―
第
二
十
四
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
九
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
七
条
）

附
則

附
則

第
一
章

博
物
館
に
関
す
る
科
目
の
単
位
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

大
学
に
お
い
て
修
得
す
べ
き
博
物
館
に
関
す
る
科
目
の
単
位
（
第
一
条
・

第
二
条
）

（
博
物
館
に
関
す
る
科
目
の
単
位
）

（
博
物
館
に
関
す
る
科
目
の
単
位
）

第
一
条

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

う
。
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
博
物
館
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、

第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
お
い
て
修
得
す
べ
き
博
物
館
に
関
す
る
科

次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

目
の
単
位
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

科
目

単
位
数

科
目

単
位
数

生
涯
学
習
概
論

二

生
涯
学
習
概
論

一

博
物
館
概
論

二

博
物
館
概
論

二

博
物
館
経
営
論

二

博
物
館
経
営
論

一

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
資
料
保
存
論

二

博
物
館
情
報
論

一

博
物
館
展
示
論

二

博
物
館
実
習

三

博
物
館
教
育
論

二

視
聴
覚
教
育
メ
デ
ィ
ア
論

一

博
物
館
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
論

二

教
育
学
概
論

一

博
物
館
実
習

三
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２

博
物
館
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
う
ち
、
す
で
に
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
科

（
新
設
）

目
の
単
位
又
は
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
て

い
る
科
目
は
、
こ
れ
を
も
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
す
べ
き
科
目
の
単
位

に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
除
）

備
考一

博
物
館
概
論
、
博
物
館
経
営
論
、
博
物
館
資
料
論
及
び
博
物
館
情
報
論
の
単
位
は
、

こ
れ
ら
の
科
目
の
内
容
を
統
合
し
た
科
目
で
あ
る
博
物
館
学
の
単
位
を
も
つ
て
替
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
博
物
館
学
の
単
位
数
は
、
六
を
下
る
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
と
す
る
。

二

博
物
館
経
営
論
、
博
物
館
資
料
論
及
び
博
物
館
情
報
論
の
単
位
は
、
こ
れ
ら
の
科
目

の
内
容
を
統
合
し
た
科
目
で
あ
る
博
物
館
学
各
論
の
単
位
を
も
つ
て
替
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
当
該
博
物
館
学
各
論
の
単
位
数
は
、
四
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
も

の
と
す
る
。

三

博
物
館
実
習
は
、
博
物
館
（
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
博
物
館
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
若
し
く
は
都
道
府

県
の
教
育
委
員
会
の
指
定
し
た
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
（
大
学
に
お
い
て
こ
れ
に
準

ず
る
と
認
め
た
施
設
を
含
む
。
）
に
お
け
る
実
習
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

四

博
物
館
実
習
の
単
位
数
に
は
、
大
学
に
お
け
る
博
物
館
実
習
に
係
る
事
前
及
び
事
後

の
指
導
の
一
単
位
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
博
物
館
実
習
）

第
二
条

前
条
に
掲
げ
る
博
物
館
実
習
は
、
博
物
館
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

第
二
条

削
除

る
博
物
館
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部

科
学
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
指
定
し
た
博
物
館
に
相
当
す
る

施
設
（
大
学
に
お
い
て
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
た
施
設
を
含
む
。
）
に
お
け
る
実

習
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

２

博
物
館
実
習
に
は
、
大
学
に
お
け
る
博
物
館
実
習
に
係
る
事
前
及
び
事
後
の
指

導
を
含
む
も
の
と
す
る
。
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第
二
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

（
資
格
認
定
）

（
資
格
認
定
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
学
芸
員
と
な
る
資
格
を
有
す
る

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
学
芸
員
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
と
同

者
と
同
等
以
上
の
学
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
こ
の
章
に

等
以
上
の
学
力
及
び
経
験
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
試
験
認

定
め
る
試
験
認
定
又
は
審
査
認
定
（
以
下
「
資
格
認
定
」
と
い
う
。
）
の
合
格
者

定
又
は
無
試
験
認
定
（
以
下
「
資
格
認
定
」
と
い
う
。
）
の
合
格
者
と
す
る
。

と
す
る
。

（
資
格
認
定
の
施
行
期
日
等
）

第
四
条

資
格
認
定
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
各
一
回
、
文
部
科
学
大
臣
が
行
う
。

第
四
条

資
格
認
定
は
、
毎
年
少
く
と
も
各
一
回
、
文
部
科
学
大
臣
が
行
う
。

２

資
格
認
定
の
施
行
期
日
、
場
所
及
び
出
願
の
期
限
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
官
報

２

資
格
認
定
の
施
行
期
日
、
場
所
及
び
出
願
の
期
限
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
官
報
で
告
示

で
公
告
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
宜
な
方
法
に
よ
つ

す
る
。

て
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
試
験
認
定
の
受
験
資
格
）

（
試
験
認
定
の
受
験
資
格
）

第
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
認
定
を
受
け
る
こ
と
が

第
五
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
て
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
し
た
者
で
二
年
以
上

二

大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
、
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
し
た
者
で
三
年
以
上
学
芸
員

学
芸
員
補
の
職
（
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

補
の
職
（
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
た
者

に
あ
つ
た
者

三

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項

三

教
育
職
員
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
三
年
以
上
教
育
職
員
の
職
に
あ
つ
た
者

に
規
定
す
る
教
育
職
員
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
二
年
以
上
教
育
職
員
の
職
に

あ
つ
た
者

四

四
年
以
上
学
芸
員
補
の
職
に
あ
つ
た
者

四

五
年
以
上
学
芸
員
補
の
職
に
あ
つ
た
者

五

（
略
）

五

（
略
）

（
試
験
認
定
の
方
法
及
び
試
験
科
目
）

（
試
験
認
定
の
方
法
及
び
試
験
科
目
）

第
六
条

試
験
認
定
は
、
大
学
卒
業
の
程
度
に
お
い
て
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う

第
六
条

試
験
認
定
は
、
大
学
卒
業
の
程
度
に
お
い
て
、
筆
記
及
び
口
述
の
方
法
に
よ
り
行
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。

う
。

２

試
験
認
定
は
、
二
回
以
上
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
の
試
験
科
目
に
つ
い

（
新
設
）

て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

試
験
科
目
は
、
次
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

２

試
験
科
目
及
び
各
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
の
方
法
は
、
次
表
第
一
欄
及
び
第
二
欄

に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

第
一
欄

第
二
欄

試
験
科
目

試
験
認
定
の
必
要
科
目

試
験
科
目

試
験
認
定
の
必
要
科
目

試
験
の
方
法

必
須

生
涯
学
習
概
論

上
記
科
目
の
全
科
目

必
須

生
涯
学
習
概
論

上
記
科
目
の
全
科
目

筆
記

科
目

博
物
館
概
論

科
目

博
物
館
学

筆
記
及
び
口

博
物
館
経
営
論

述

博
物
館
資
料
論

視
聴
覚
教
育
メ

筆
記

博
物
館
資
料
保

デ
ィ
ア
論

存
論

教
育
学
概
論

筆
記

博
物
館
展
示
論

博
物
館
教
育
論

博
物
館
情
報
・

メ
デ
ィ
ア
論

選
択

文
化
史

上
記
科
目
の
う
ち
か
ら
受
験

選

択

文
化
史

上
記
科
目
の
う
ち
か
ら
受
験
者
の
選

筆
記

科
目

美
術
史

者
の
選
択
す
る
二
科
目

科
目

美
術
史

択
す
る
二
科
目

筆
記

考
古
学

考
古
学

筆
記

民
俗
学

民
俗
学

筆
記

自
然
科
学
史

自
然
科
学
史

筆
記

物
理

物
理

筆
記

化
学

化
学

筆
記

生
物
学

生
物
学

筆
記

地
学

地
学

筆
記

（
試
験
科
目
の
免
除
）

（
試
験
科
目
の
免
除
）
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第
七
条

大
学
に
お
い
て
前
条
に
規
定
す
る
試
験
科
目
に
相
当
す
る
科
目
の
単
位
を

第
七
条

大
学
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
講
習
等
に
お
い
て
、
前
条
に
規
定
す
る
試

修
得
し
た
者
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
前
条
に
規
定
す

験
科
目
に
相
当
す
る
科
目
の
単
位
を
一
単
位
（
博
物
館
学
に
あ
つ
て
は
六
単
位
）
以
上
修

る
試
験
科
目
に
相
当
す
る
学
修
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ

得
し
た
者
又
は
講
習
等
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、
当
該
科
目

り
、
当
該
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

２

（
削
除
）

２

前
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
講
習
等
に
お
け
る
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設

置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
及
び
大
学

通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号

に
定
め
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
二
回
以
上
の
受
験
）

第
八
条

削
除

第
八
条

試
験
認
定
は
、
二
回
以
上
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
の
試
験
科
目
に
つ
い
て

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
査
認
定
の
受
験
資
格
）

（
無
試
験
認
定
の
受
験
資
格
）

第
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
審
査
認
定
を
受
け
る
こ
と
が

第
九
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
無
試
験
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

一

学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
に
よ
る
修
士
若
し
く
は
博

一

学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
に
よ
る
修
士
若
し
く
は
博
士
の
学

士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
二
年
以
上
学
芸
員
補
の

位
又
は
専
門
職
学
位
を
有
す
る
者

職
に
あ
つ
た
者

二

大
学
に
お
い
て
博
物
館
に
関
す
る
科
目
（
生
涯
学
習
概
論
を
除
く
。
）
に
関

二

大
学
に
お
い
て
博
物
館
に
関
す
る
科
目
に
関
し
二
年
以
上
教
授
、
准
教
授
、
助
教
又

し
二
年
以
上
教
授
、
准
教
授
、
助
教
又
は
講
師
の
職
に
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
、

は
講
師
の
職
に
あ
つ
た
者

二
年
以
上
学
芸
員
補
の
職
に
あ
つ
た
者

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
推

三

十
年
以
上
学
芸
員
補
の
職
に
あ
つ
た
者
で
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
推
薦
す
る
者

薦
す
る
者

イ

学
士
の
学
位
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
四
年
以
上
学
芸
員
補
の
職
に
あ
つ

た
者

ロ

大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
、
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
し
た
者
で
あ
つ
て

、
六
年
以
上
学
芸
員
補
の
職
に
あ
つ
た
者

ハ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
で
あ
つ
て
、
八
年
以
上
学
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芸
員
補
の
職
に
あ
つ
た
者

ニ

そ
の
他
十
一
年
以
上
学
芸
員
補
の
職
に
あ
つ
た
者

四

（
略
）

四

（
略
）

（
審
査
認
定
の
方
法
）

（
無
試
験
認
定
の
方
法
）

第
十
条

審
査
認
定
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
願
い
出
た
者
に
つ
い
て
、
博
物
館
に

第
十
条

無
試
験
認
定
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
願
い
出
た
者
に
つ
い
て
、
博
物
館
に
関
す

関
す
る
学
識
及
び
業
績
を
審
査
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

る
学
識
及
び
業
績
を
審
査
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
受
験
の
手
続
）

（
受
験
の
手
続
）

第
十
一
条

資
格
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
別
記
第
一
号
様
式

第
十
一
条

資
格
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
り

に
よ
り
作
成
し
た
も
の
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
文
部
科
学
大
臣
に

作
成
し
た
も
の
）
に
左
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
文
部
科
学
大
臣
に
願
い
出

願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法

（
昭
和
四
十
二
年
法

四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三

律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項

十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
て
文
部
科
学
大
臣

に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
て
文
部
科
学
大
臣
が
資
格
認
定
を
受
け
よ
う

が
資
格
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
確
認
す
る

と
す
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
第
三
号

こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
住
民
票
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
を

に
掲
げ
る
住
民
票
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

要
し
な
い
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は

三

住
民
票
の
写
し
（
出
願
前
六
月
以
内
に
交
付
を
受
け
た
も
の
）

、
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
登

録
原
票
の
写
し
又
は
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
書
）
（
い
ず
れ
も
出
願
前
六
月

以
内
に
交
付
を
受
け
た
も
の
）

四

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
か
つ
正
面
上
半
身
の
も
の
）

四

写
真
（
出
願
前
一
年
以
内
に
脱
帽
し
て
撮
影
し
た
手
札
形
の
写
真
を
葉
書
大
の
厚
紙

に
は
り
付
け
、
裏
面
に
住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
を
つ
け
る
。
）
及
び
生
年
月
日
を
記

載
し
た
も
の
）

五

（
削
除
）

五

試
験
認
定
の
試
験
科
目
の
免
除
を
願
い
出
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
る

資
格
を
証
明
す
る
書
類

六

（
削
除
）

六

無
試
験
認
定
を
願
い
出
る
者
に
つ
い
て
は
、
博
物
館
に
関
す
る
学
識
及
び
業
績
を
明

示
す
る
書
類
及
び
資
料

２

前
項
に
掲
げ
る
書
類
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
特

（
新
設
）



- 7 -

に
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
証
明
書
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
試
験
認
定
の
試
験
科
目
の
免
除
を
願
い
出
る
者
に
つ

（
新
設
）

い
て
は
、
そ
の
免
除
を
受
け
る
資
格
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

審
査
認
定
を
願
い
出
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
資
料
又
は
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
九
条
第
一
号
又
は
同
条
第
二
号
に
よ
り
出
願
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
博
物

館
に
関
す
る
著
書
、
論
文
、
報
告
等

二

第
九
条
第
三
号
に
よ
り
出
願
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
博
物
館
に
関
す
る
著
書

、
論
文
、
報
告
等
又
は
博
物
館
に
関
す
る
顕
著
な
実
績
を
証
明
す
る
書
類

三

第
九
条
第
四
号
に
よ
り
出
願
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
前
二
号
に
準
ず
る
資
料

又
は
書
類

（
試
験
認
定
合
格
者
）

（
試
験
認
定
合
格
者
及
び
試
験
認
定
科
目
合
格
者
）

第
十
二
条

試
験
科
目
（
試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
免
除

第
十
二
条

試
験
科
目
（
試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
免
除
を
受
け

を
受
け
た
科
目
を
除
く
。
）
の
全
部
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
（
試
験
科
目
の

た
科
目
を
除
く
。
）
の
す
べ
て
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
（
試
験
科
目
の
全
部
に
つ
い

全
部
に
つ
い
て
試
験
の
免
除
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
「
筆
記
試
験
合
格
者
」

て
試
験
の
免
除
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
を
試
験
認
定
合
格
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
一
年
間
学
芸
員
補
の
職
に
あ
つ
た
後
に
文
部
科
学
大
臣

条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
学
芸
員
補
の
職
の
職
務
に
従
事

が
認
定
し
た
者
を
試
験
認
定
合
格
者
と
す
る
。

し
た
後
に
、
試
験
認
定
合
格
者
と
な
る
も
の
と
す
る
。

２

筆
記
試
験
合
格
者
が
試
験
認
定
合
格
者
に
な
る
た
め
に
は
、
試
験
認
定
合
格
申

２

試
験
認
定
合
格
者
で
は
な
い
が
、
一
以
上
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
を

請
書
（
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
も
の
）
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

試
験
認
定
科
目
合
格
者
と
す
る
。

な
ら
な
い
。

（
審
査
認
定
合
格
者
）

（
無
試
験
認
定
合
格
者
）

第
十
三
条

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
合
格
し
た
者
を
審
査
認
定
合
格
者
と
す

第
十
三
条

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
合
格
し
た
者
を
無
試
験
認
定
合
格
者
と
す
る
。

る
。

（
合
格
証
書
の
授
与
等
）

（
合
格
証
書
の
授
与
等
）

第
十
四
条

試
験
認
定
合
格
者
及
び
審
査
認
定
合
格
者
に
対
し
て
は
、
合
格
証
書
（

第
十
四
条

試
験
認
定
合
格
者
（
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
）
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別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
）
を
授
与
す
る
。

及
び
無
試
験
認
定
合
格
者
に
対
し
て
は
、
合
格
証
書
（
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
も
の
）

を
授
与
す
る
。

２

筆
記
試
験
合
格
者
に
対
し
て
は
、
筆
記
試
験
合
格
証
書
（
別
記
第
五
号
様
式
に

（
新
設
）

よ
る
も
の
）
を
授
与
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
合
格
証
明
書
の
交
付
等
）

（
合
格
証
明
書
の
交
付
等
）

第
十
五
条

試
験
認
定
合
格
者
又
は
審
査
認
定
合
格
者
が
、
そ
の
合
格
の
証
明
を
願

第
十
五
条

試
験
認
定
合
格
者
又
は
無
試
験
認
定
合
格
者
が
、
そ
の
合
格
の
証
明
を
願
い
出

い
出
た
と
き
は
、
合
格
証
明
書
（
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
も
の
）
を
交
付
す
る

た
と
き
は
、
合
格
証
明
書
（
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
）
を
交
付
す
る
。

。
２

筆
記
試
験
合
格
者
が
、
そ
の
合
格
の
証
明
を
申
請
し
た
と
き
は
、
筆
記
試
験
合

（
新
設
）

格
証
明
書
（
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
も
の
）
を
交
付
す
る
。

３

一
以
上
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
（
筆
記
試
験
合
格
者
を
除
く

２

試
験
認
定
科
目
合
格
者
が
そ
の
科
目
合
格
の
証
明
を
願
い
出
た
と
き
は
、
科
目
合
格
証

。
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
筆
記
試
験
科
目
合
格
者
」
と
い
う
。
）
が
そ

明
書
（
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
も
の
）
を
交
付
す
る
。

の
科
目
合
格
の
証
明
を
願
い
出
た
と
き
は
、
筆
記
試
験
科
目
合
格
証
明
書
（
別
記

第
八
号
様
式
に
よ
る
も
の
）
を
交
付
す
る
。

（
手
数
料
）

（
手
数
料
）

第
十
六
条

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
の
手

第
十
六
条

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を

数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
欄

下
欄

上
欄

下
欄

一

試
験
認
定
を
願
い
出
る
者

一
科
目
に
つ
き

一

試
験
認
定
を
願
い
出
る
者

一
科
目
に
つ
き

千
三
百
円

千
三
百
円

二

審
査
認
定
を
願
い
出
る
者

三
千
八
百
円

二

無
試
験
認
定
を
願
い
出
る
者

三
千
八
百
円

三

試
験
認
定
の
試
験
科
目
の
全
部
に
つ
い
て
免
除

八
百
円

を
願
い
出
る
者

四

合
格
証
書
の
書
換
え
又
は
再
交
付
を
願
い
出
る

七
百
円

三

合
格
証
書
の
書
換
又
は
再
交
付
を
願
い
出
る
者

七
百
円

者
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五

合
格
証
明
書
の
交
付
を
願
い
出
る
者

七
百
円

四

合
格
証
明
書
の
交
付
を
願
い
出
る
者

七
百
円

六

筆
記
試
験
合
格
証
明
書
の
交
付
を
願
い
出
る
者

七
百
円

七

筆
記
試
験
科
目
合
格
証
明
書
の
交
付
を
願
い
出

七
百
円

五

科
目
合
格
証
明
書
の
交
付
を
願
い
出
る
者

七
百
円

る
者

２

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
納
付
す
べ
き
手
数
料
は
、
収
入
印
紙
を
用
い
、
収
入
印

２

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
納
付
す
べ
き
手
数
料
は
、
収
入
印
紙
を
用
い
、
収
入
印
紙
は
、

紙
は
、
各
願
書
に
は
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

各
願
書
に
は
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条

用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ

申
請
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
手
数
料
を

た
納
付
情
報
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

納
付
し
た
手
数
料
は
、
こ
れ
を
返
還
し
な
い
。

３

納
付
し
た
手
数
料
は
、
ど
う
い
う
事
由
が
あ
つ
て
も
返
還
し
な
い
。

（
不
正
の
行
為
を
行
つ
た
者
等
に
対
す
る
処
分
）

（
不
正
の
行
為
を
行
つ
た
者
等
に
対
す
る
処
分
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

試
験
認
定
合
格
者
、
審
査
認
定
合
格
者
、
筆
記
試
験
合
格
者
又
は
筆
記
試
験
科

２

試
験
認
定
合
格
者
、
無
試
験
認
定
合
格
者
又
は
試
験
認
定
科
目
合
格
者
に
つ
い
て
前
項

目
合
格
者
に
つ
い
て
前
項
の
事
実
が
あ
つ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、

の
事
実
が
あ
つ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
合
格
を
無
効
に
す
る
と
と
も

そ
の
合
格
を
無
効
に
す
る
と
と
も
に
、
既
に
授
与
し
、
又
は
交
付
し
た
合
格
証
書

に
、
既
に
授
与
又
は
交
付
し
た
合
格
証
書
そ
の
他
当
該
合
格
を
証
明
す
る
書
類
を
取
り
上

そ
の
他
当
該
合
格
を
証
明
す
る
書
類
を
取
り
上
げ
、
か
つ
、
期
間
を
定
め
て
そ
の

げ
、
か
つ
、
期
間
を
定
め
て
そ
の
後
の
資
格
認
定
を
受
け
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

後
の
資
格
認
定
を
受
け
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

（
申
請
の
手
続
）

（
申
請
の
手
続
）

第
十
八
条

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
と
し
て
文
部

第
十
八
条

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
と
し
て
文
部
科
学
大

科
学
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

臣
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
博
物
館
相
当
施

博
物
館
相
当
施
設
指
定
申
請
書
（
別
記
第
九
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
）
に

設
指
定
申
請
書
（
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を

次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
国
立
の
施
設
に
あ
つ
て
は
当
該
施
設
の
長
が
、

添
え
て
、
国
立
の
施
設
に
あ
つ
て
は
当
該
施
設
の
長
が
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
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独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二

人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。

を
い
う
。
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
当
該
独
立
行

）
が
設
置
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
当
該
独
立
行
政
法
人
の
長
が
文
部
科
学
大
臣
に

政
法
人
の
長
が
文
部
科
学
大
臣
に
、
都
道
府
県
立
の
施
設
に
あ
つ
て
は
当
該
施
設
の
長
（

、
都
道
府
県
立
の
施
設
に
あ
つ
て
は
当
該
施
設
の
長
（
大
学
に
附
属
す
る
施
設
に

大
学
に
附
属
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
当
該
大
学
の
長
）
が
、
そ
の
他
の
施
設
に
あ
つ
て
は

あ
つ
て
は
当
該
大
学
の
長
）
が
、
そ
の
他
の
施
設
に
あ
つ
て
は
当
該
施
設
の
長
（

当
該
施
設
の
長
（
大
学
に
附
属
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
当
該
大
学
の
長
）
が
当
該
施
設
の

大
学
に
附
属
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
当
該
大
学
の
長
）
が
当
該
施
設
の
所
在
す
る

所
在
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

（
略
）

第
四
章

（
略
）

（
学
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

（
従
前
の
規
程
に
よ
る
学
校
の
卒
業
者
等
）

第
二
十
五
条

第
五
条
第
一
号
及
び
第
九
条
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
学
士
の
学
位
を

第
二
十
五
条

第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
士
の
学
位
を
有
す
る
者
に
は
、
旧
大
学
令
（

有
す
る
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
学
士
の
称
号
を
有
す
る
者
を
含
む
も
の
と
す

る
。

一

旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
学
士
の
称
号
を
有

（
新
設
）

す
る
者

二

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十

（
新
設
）

五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

（
短
期
大
学
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

者
）

第
二
十
六
条

第
五
条
第
二
号
及
び
第
九
条
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
大
学
に
二
年
以

第
二
十
六
条

第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
、
六
十
二
単
位
以
上

上
在
学
し
、
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
し
た
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
含
む
も

を
修
得
し
た
者
に
は
、
旧
大
学
令
、
旧
高
等
学
校
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
九
号

の
と
す
る
。

）
、
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
又
は
旧
教
員
養
成
諸
学
校
官

制
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
二
百
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
予
科
、
高
等
学
校
高
等
科

、
専
門
学
校
又
は
教
員
養
成
諸
学
校
を
修
了
し
、
又
は
卒
業
し
た
者
を
含
む
も
の
と
す
る

。

一

旧
大
学
令
、
旧
高
等
学
校
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
九
号
）
、
旧
専

（
新
設
）

門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
又
は
旧
教
員
養
成
諸
学
校
官
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制
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
二
百
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
予
科
、
高
等
学

校
高
等
科
、
専
門
学
校
又
は
教
員
養
成
諸
学
校
を
修
了
し
、
又
は
卒
業
し
た
者

二

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
五
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

（
新
設
）

る
者

（
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

（
新
設
）

第
二
十
七
条

第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者
に
は
、
学
校

教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
含
む
も
の

と
す
る
。

（
博
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

第
二
十
八
条

第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
博
士
の
学
位
を
有
す
る
者
に
は
、
次
に

第
二
十
七
条

第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
博
士
の
学
位
を
有
す
る
者
に
は
、
旧
学
位
令
（

掲
げ
る
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

大
正
九
年
勅
令
第
二
百
号
）
に
よ
る
博
士
の
称
号
を
有
す
る
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

旧
学
位
令
（
大
正
九
年
勅
令
第
二
百
号
）
に
よ
る
博
士
の
称
号
を
有
す
る
者

（
新
設
）

二

外
国
に
お
い
て
博
士
の
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

（
新
設
）

（
専
門
職
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

（
新
設
）

第
二
十
九
条

第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
専
門
職
学
位
を
有
す
る
者
に
は
、
外
国

に
お
い
て
専
門
職
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
す
る

。
別
記
第
一
号
様
式
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

別
記
第
一
号
様
式
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

別
記
第
二
号
様
式
（
略
）

別
記
第
二
号
様
式
（
略
）

別
記
第
三
号
様
式
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

（
新
設
）

別
記
第
四
号
様
式
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

別
記
第
三
号
様
式

別
記
第
五
号
様
式
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

（
新
設
）

別
記
第
六
号
様
式
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

別
記
第
四
号
様
式

別
記
第
七
号
様
式
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

（
新
設
）
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別
記
第
八
号
様
式
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

別
記
第
五
号
様
式

別
記
第
九
号
様
式
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

別
記
第
六
号
様
式
（
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）

※
様
式
は
別
添
参
照

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
、
改
正
前
の
博
物
館
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
博
物
館
に
関
す
る
科
目
（
以
下
「
旧
科
目
」
と
い
う
。
）

の
単
位
の
全
部
を
修
得
し
た
者
は
、
改
正
後
の
博
物
館
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
博
物
館
に
関
す
る
科
目
（
以
下
「
新
科
目
」
と
い
う
。

）
の
単
位
の
全
部
を
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
に
在
学
し
て
い
る
者
で
、
当
該
大
学
を
卒
業
す
る
ま
で
に
旧
科
目
の
単
位
の
全
部
を
修
得
し
た
者
は
、
新
科
目
の
単
位
の
全
部
を

修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
に
在
学
し
て
い
る
者
で
、
当
該
大
学
を
卒
業
す
る
ま
で
に
次
の
表
中
新
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
者
は
、
当

該
科
目
に
相
当
す
る
旧
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

新

科

目

単
位
数

旧

科

目

単
位
数

生
涯
学
習
概
論

二

生
涯
学
習
概
論

一

博
物
館
概
論

二

博
物
館
概
論

二

博
物
館
経
営
論

二

博
物
館
経
営
論

一

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
教
育
論

二

教
育
学
概
論

一

博
物
館
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
論

二

博
物
館
情
報
論

一

視
聴
覚
教
育
メ
デ
ィ
ア
論

一

博
物
館
実
習

三

博
物
館
実
習

三

博
物
館
概
論

二

博
物
館
学

六

博
物
館
経
営
論

二

視
聴
覚
教
育
メ
デ
ィ
ア
論

一

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
論

二

博
物
館
経
営
論

二

博
物
館
学
各
論

四

博
物
館
資
料
論

二

視
聴
覚
教
育
メ
デ
ィ
ア
論

一

博
物
館
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
論

二
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５

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
、
次
の
表
中
旧
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
者
が
、
新
た
に
学
芸
員
と
な
る
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
既
に
修
得
し
た

旧
科
目
の
単
位
は
、
当
該
科
目
に
相
当
す
る
新
科
目
の
単
位
と
み
な
す
。

旧

科

目

単
位
数

新

科

目

単
位
数

生
涯
学
習
概
論

一

生
涯
学
習
概
論

二

博
物
館
概
論

二

博
物
館
概
論

二

博
物
館
経
営
論

一

博
物
館
経
営
論

二

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
情
報
論

一

博
物
館
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
論

二

視
聴
覚
教
育
メ
デ
ィ
ア
論

一

博
物
館
実
習

三

博
物
館
実
習

三

博
物
館
学

六

博
物
館
概
論

二

博
物
館
経
営
論

二

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
学

六

博
物
館
概
論

二

視
聴
覚
教
育
メ
デ
ィ
ア
論

一

博
物
館
経
営
論

二

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
論

二

博
物
館
学
各
論

四

博
物
館
経
営
論

二

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
学
各
論

四

博
物
館
経
営
論

二

視
聴
覚
教
育
メ
デ
ィ
ア
論

一

博
物
館
資
料
論

二

博
物
館
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
論

二

６

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
、
旧
規
則
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
試
験
科
目
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
試
験
科
目
」
と
い
う
。
）
の
全
部
に
合
格
し
た
者
は
、
新
規
則
第
六
条
第

三
項
に
規
定
す
る
試
験
科
目
（
次
項
に
お
い
て
「
新
試
験
科
目
」
と
い
う
。
）
の
全
部
に
合
格
し
た
も
の
と
み
な
す
。

７

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
、
次
の
表
中
旧
試
験
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
合
格
し
た
者
は
、
当
該
試
験
科
目
に
相
当
す
る
新
試
験
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
合
格
し
た
も

の
と
み
な
す
。

旧
試
験
科
目

新
試
験
科
目

生
涯
学
習
概
論

生
涯
学
習
概
論

博
物
館
学

博
物
館
概
論

博
物
館
経
営
論
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博
物
館
資
料
論

博
物
館
学

博
物
館
概
論

視
聴
覚
教
育
メ
デ
ィ
ア
論

博
物
館
経
営
論

博
物
館
資
料
論

博
物
館
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
論

文
化
史

文
化
史

美
術
史

美
術
史

考
古
学

考
古
学

民
俗
学

民
俗
学

自
然
科
学
史

自
然
科
学
史

物
理

物
理

化
学

化
学

生
物
学

生
物
学

地
学

地
学



（改正後） 

別記第１号様式（用紙の大きさは日本工業規格Ａ４） 

 （試験認定受験願書） 

受   験   願   書 

                                    年  月  日 

 収入印紙 

      文部科学大臣殿 

                            ふりがな 

                            氏  名 

                                   年  月  日生 

                 住 所 

下記により博物館法施行規則による学芸員の資格認定を受けたいので必要な書類を 

添 え て 願 い 出 ま す 。 

 受験資格 博物館法施行規則第 5条、第 1号 第 2号 第 3号 第 4号 第 5号に該当 

 受験場所 

受
験
す
る
科
目 

生
涯
学
習
概
論 

博

物
館
概

論 

博
物
館
経
営
論 

博
物
館
資
料
論 

博
物
館
資
料
保
存
論 

博
物
館
展
示
論 

博
物
館
教
育
論 

博
物
館
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
論 

文

化

史 

美

術

史 

考

古

学 

民

俗

学 

自

然

科
学

史 

物

理 

化

学 

生

物

学 

地

学 

  試験の免除を受けたい試験科目名 

 （注）1 受験資格中の該当番号を○印で囲むこと。 

     2  受験科目欄の該当欄を○印で囲むこと。 

     3  受験者は、収入印紙の消印を押さないこと。 

 

 （審査認定受験願書） 

受   験   願   書 

                                    年  月  日 

 収入印紙 

      文部科学大臣殿 

                            ふりがな 

                            氏  名 

                                   年  月  日生 

                 住 所 

 下記により博物館法施行規則による学芸員の審査認定を受けたいので必要 

な書類を添えて願い出ます。 

 受験資格 博物館法施行規則第 9条、第 1号 第 2号 第 3号 第 4号に該当 

 

 （注）1 受験資格中の該当号数を○印でかこむこと。 

    2  受験者は、収入印紙の消印を押さないこと。 



                   

（現 行） 

別記第１号様式（用紙の大きさは日本工業規格Ａ4） 

 （試験認定受験願書） 

受   験   願   書 

                                    年  月  日 

 収入印紙 

      文部科学大臣殿 

                            ふりがな 

                            氏  名 

                                   年  月  日生 

                 住 所 

下記により博物館法施行規則による学芸員の資格認定を受けたいので必要な書類を 

添えてお願いします。 

 受験資格 博物館法施行規則第 5条、第 1号 第 2号 第 3号 第 4号 第 5号に該当 

受
験
す
る
場
所

 
 

受
験
す
る
科
目

生
涯
学
習
概
論

博

物

館

学

視

聴

覚
教

育

メ
デ

ィ
ア
論

教

育
学
概

論

文

化

史

美

術

史

考

古

学

民

俗

学

自

然

科
学

史

物

理

化

学

生

物

学

地

学

  試験の免除を受けたい試験科目名 

 

 （注）1 受験資格中の該当番号を○印で囲むこと。 

     2  受験科目欄の該当欄を○印で囲むこと。 

     3  受験者は、収入印紙の消印を押さないこと。 

 

 （無試験認定受験願書） 

受   験   願   書 

                                    年  月  日 

 収入印紙 

      文部科学大臣殿 

                            ふりがな 

                            氏  名 

                                   年  月  日生 

                 住 所 

 下記により博物館法施行規則による学芸員の無試験認定を受けたいので必要 

な 書 類 を 添 え て お 願 い し ま す 。 

 受験資格 博物館法施行規則第 9条、第 1号 第 2号 第 3号 第 4号に該当 

 

 （注）1 受験資格中の該当号数を○印でかこむこと。 

    2  受験者は、収入印紙の消印を押さないこと。 



（改正後） 

 

別記第３号様式（用紙の大きさは日本工業規格Ａ４） 

 

試 験 認 定 合 格 申 請 書 

  

                                     年  月  日 

  

 文 部 科 学 大 臣 殿 

 

 博物館法施行規則第十二条第二項の規定に基づき、下記のとおり一年間学芸員補の職（博物館法第

五条第二項に規定する職を含む。）にあったことを申請しますので、学芸員資格認定の試験認定合格

者として認定していただきますようお願いします。 

  

                         氏  名           印 

生年月日 

                         住  所 

                         電話番号 

        

※以下所属長記載欄 

１ 在職期間等について 

在 職 期 間 職 名 
１週間当たりの

勤務日数・時間数
職   務   内   容 

自   年  月 

至   年  月 

   

２ 勤務先の施設について 

施設の区分 

 ア 登録博物館（博物館法第１０条）   （   年  月 登録） 

 イ 博物館相当施設（博物館法第２９条） （   年  月 指定） 

 ウ ア・イに準ずる施設         （   年  月 設置） 

常勤職員の 

勤務形態 

１週間当たり   日勤務 

１週間当たり   時間 

３ 所属長所見 

 

 

 

申請者が上記のとおり学芸員補の職に従事したことを証明する。 

    年  月  日 

           （博物館名・役職・氏名）                印 

 



                   

（現 行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 



（改正後） 

 

別記第４号様式（用紙の大きさは日本工業規格Ａ４） 

 

 

合    格    証    書         証第  号 

 

氏  名 

 

年   月   日生 

    上記の者は博物館法施行規則により学芸員の（試験認定）（審査認定）に合格し、 

学芸員となる資格を有することを証する。 

 

         年   月   日 

 

 

                             文 部 科 学 省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割 

印 



                   

（現 行） 

 

別記第３号様式 

（表 面） 

 

合    格    証    書         証第  号 

 

氏  名 

 

年   月   日生 

      

上記の者は博物館法施行規則により学芸員の（試験認定）（無試験認定）に 

合 格 し 、 学 芸 員 と な る 資 格 を 有 す る こ と を 証 す る 。 

 

         年   月   日 

 

 

                             文 部 科 学 省 

 

 

 

 

（裏 面） 

 

 

 

この証書は、表記の者が博物館法施行規則の規定による学芸員補の職の職 

務に１年間従事した後において、その効力を生ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）第 12 条第 1項ただし書の規定に該当する者についてのみ記入するものとする。 

 

 

 

割 

印 



（改正後） 

 

別記第５号様式（用紙の大きさは日本工業規格Ａ４） 

 

筆 記 試 験 合 格 証 書         証第  号 

 

氏  名 

 

年   月   日生 

   上記の者は博物館法施行規則第六条第三項に規定する試験認定の試験科目の全部に 

ついて合格点を得たことを証する。 

      本証書を有する者は博物館法施行規則第十二条第一項の規定に基づき一年間学芸員補の職 

  にあつた後に文部科学省に認定されることにより試験認定合格者となるものとする。 

 

         年   月   日 

 

                             文 部 科 学 省 

 

 

 

 

 

 

（現 行） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割 

印 



（改正後） 

 

別記第６号様式（用紙の大きさは日本工業規格Ａ４） 

 

 

合  格  証  明  書        平 証第  号 

 

氏  名 

 

年   月   日生 

   上記の者は  年  月博物館法施行規則による学芸員の（試験認定）（審査認定）に 

合格し学芸員となる資格を有することを証明します。 

 

         年   月   日 

 

 

                             文 部 科 学 省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割 

印 



                   

（現 行） 

 

別記第４号様式 

（表 面） 

 

合  格  証  明  書        平 証第  号 

 

氏  名 

 

年   月   日生 

   上記の者は  年  月博物館法施行規則による学芸員の（試験認定）（無 

試験認定）に合格し学芸員となる資格を有することを証明します。 

 

         年   月   日 

 

 

                             文 部 科 学 省 

 

 

 

 

（裏 面） 

 

 

 

    

この証書は、表記の者が博物館法施行規則の規定による学芸員補の職の職 

務に１年間従事した後において、その効力を生ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）第 12 条第 1項ただし書の規定に該当する者についてのみ記入するものとする。 

 

割 

印 



（改正後） 

 

別記第７号様式（用紙の大きさは日本工業規格Ａ４） 

 

筆 記 試 験 合 格 証 明 書      平 証第  号 

 

氏  名 

 

年   月   日生 

   上記の者は博物館法施行規則第六条第三項に規定する試験認定の試験科目の全部に 

ついて合格点を得たことを証明します。 

   本証明書を有する者は博物館法施行規則第十二条第一項の規定に基づき一年間学芸員補の 

  職にあつた後に文部科学大臣に認定されることにより試験認定合格者となります。 

 

 

         年   月   日 

 

                             文 部 科 学 省 

 

 

 

 

 

（現 行） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

割 

印 



（改正後） 

別記第８号様式（用紙の大きさは日本工業規格Ａ４） 

 

筆 記 試 験 科 目 合 格 証 明 書       平 証第  号 

 

上記の者は博物館法施行規則による学芸員の試験認定において下記の受験科目  

に つ い て 合 格 点 を 得 た こ と を 証 明 し ま す 。 

 

記 

施 行 年 月 合 格 点 を 得 た 受 験 科 目 

  

  

         年   月   日 

 

                             文 部 科 学 省 

 

 

 

 

（現 行） 

別記第５号様式 

 

科  目  合  格  証  明  書       平 証第  号 

 

上記の者は博物館法施行規則による学芸員の試験認定において下記の受験科 

目 に つ い て 合 格 点 を 得 た こ と を 証 明 し ま す 。 

 

記 

施 行 年 月 合 格 点 を 得 た 受 験 科 目 

  

  

         年   月   日 

 

                             文 部 科 学 省 

 

 

割 

印 
割 

印 



                   

 



（改正後） 

別記第９号様式（用紙の大きさは日本工業規格Ａ4） 

博 物 館 相 当 施 設 指 定 申 請 書 

 

記号番号 

年  月  日 

          殿 

申請者 

申請者の住所 

 

  博物館法の規定により、下記施設を博物館相当施設として指定されるよう別 

添関係書類等を添えて申請します。 

 

記 

 
設置者    設立年月日    施設名    施設所在地 

 
  備考 本様式による申請書に代えて、電子的方法、磁気的方法その他の方法により本様式の記載事項 

   を記録したディスクその他これに準ずるものによる申請を行っても差し支えない。なお、都道府 

   県の教育委員会に申請する場合にあっては、当該都道府県の教育委員会の定めるところによるも 

   のとする。 

 

 

（現 行） 

別記第６号様式（用紙の大きさは日本工業規格Ａ4） 

博 物 館 相 当 施 設 指 定 申 請 書 

 

記号番号 

年  月  日 

          殿 

申請者 

申請者の住所 

 

  博物館法の規定により、下記施設を博物館相当施設として指定されるよう別 

添関係書類等を添えて申請します。 

 

記 

 
設置者    設立年月日    施設名    施設所在地 

 
  備考 本様式による申請書に代えて、電子的方法、磁気的方法その他の方法により本様式の記載事項 

   を記録したディスクその他これに準ずるものによる申請を行っても差し支えない。なお、都道府 

   県の教育委員会に申請する場合にあっては、当該都道府県の教育委員会の定めるところによるも 

   のとする。 
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